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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一種又は二種以上のイソソルビドカプリレート／カプレートを含有する組成物（組成物
Ａ）の、発汗抑制剤及び体臭防止剤における、体臭を低減するそれらの作用を高めるため
の使用であって、
　前記発汗抑制剤及び体臭防止剤が、一種又は二種以上の、体臭に対して作用するさらな
る物質を含有し、
　その際、前記一種又は二種以上の、体臭に対して作用するさらなる物質が、クエン酸ト
リエチル、エチルヘキシルグリセリン、ピロクトンオラミン、カプリリルグリコール、ク
エン酸銀及びオクタンジオールからなる群から選択されることを特徴とする、
上記の使用。
【請求項２】
　前記組成物Ａが、一種又は二種以上のイソソルビドカプリレート／カプレートの他に、
一種又は二種以上のソルビタンカプリレート／カプレートを追加的に含有することを特徴
とする、請求項１に記載の使用。
【請求項３】
　前記発汗抑制剤及び体臭防止剤の作用が、体臭を低減する強さについて改善されること
を特徴とする、請求項１又は２に記載の使用。
【請求項４】
　前記発汗抑制剤及び体臭防止剤の作用が、体臭を低減する持続時間について改善される
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ことを特徴とする、請求項１～３のいずれか一つに記載の使用。
【請求項５】
　前記組成物Ａが、一種又は二種以上のイソソルビドカプリレート／カプレートの他に、
カプリル酸、カプリン酸、ソルビトール、ソルビトールカプリレート、ソルビトールカプ
レート、ソルビタン及びイソソルビドからなる群から選択される一種又は二種以上のさら
なる化合物をさらに含有することを特徴とする、請求項１～４のいずれか一つに記載の使
用。
【請求項６】
　前記一種又は二種以上のイソソルビドカプリレート／カプレート及び、前記組成物Ａ中
に場合によっては追加的に含有される一種又は二種以上のソルビタンカプリレート／カプ
レートの、該組成物Ａ中における全量が、前記組成物Ａの全重量に基づいて、少なくとも
５０．０重量％であることを特徴とする、請求項１～５のいずれか一つに記載の使用。
【請求項７】
　前記組成物Ａが、イソソルビドモノカプリレート／カプレートを含有することを特徴と
する、請求項１～６のいずれか一つに記載の使用。
【請求項８】
　前記組成物Ａが、イソソルビドモノカプリレート／カプレートの他に、ソルビタンモノ
カプリレート／カプレートを追加的に含有することを特徴とする、請求項７に記載の使用
。
【請求項９】
　イソソルビドモノカプリレート／カプレート及び前記組成物Ａ中に場合によっては追加
的に含有されるソルビタンモノカプリレート／カプレートの、該組成物Ａ中における全量
が、該組成物Ａの全重量に基づいて、少なくとも３０．０重量％であることを特徴とする
、請求項７又は８に記載の使用。
【請求項１０】
　前記組成物Ａが、イソソルビドモノカプリレート／カプレートの他に、ソルビタンモノ
カプリレート／カプレートを追加的に含有し、そして、前記組成物Ａ中のソルビタンモノ
カプリレート／カプレートと、イソソルビドモノカプリレート／カプレートとの重量比が
、２０：１～１：１００であることを特徴とする、請求項８又は９に記載の使用。
【請求項１１】
　前記発汗抑制剤又は体臭防止剤中の前記組成物Ａの量が、前記発汗抑制剤又は体臭防止
剤の全重量に基づいて、０．１～２０．０重量％であることを特徴とする、請求項１～１
０のいずれか一つに記載の使用。
【請求項１２】
　前記発汗抑制剤及び体臭防止剤が、アルミニウム含有化合物を含まないことを特徴とす
る、請求項１～１１のいずれか一つに記載の使用。
【請求項１３】
　一種又は二種以上のイソソルビドカプリレート／カプレート、場合によっては追加的に
それに含有される一種又は二種以上のソルビタンカプリレート／カプレート、及び場合に
よっては追加的にそれに含有される、カプリル酸、カプリン酸、ソルビトール、ソルビト
ールカプリレート、ソルビトールカプレート、ソルビタン及びイソソルビドからなる群か
ら選択される一種又は二種以上の化合物からなる、組成物Ａ中に含有される混合物のＯＨ
数が、又はその混合物からなる組成物ＡのＯＨ数が、４６０以下であることを特徴とする
、請求項１～１２のいずれか一つに記載の使用。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、イソソルビドカプリレート／カプレートの、発汗抑制剤及び体臭防止剤にお
いて、体臭を低減するそれらの作用を高めるための使用に関する。
【背景技術】
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【０００２】
　体臭を抑制するための発汗抑制剤及び体臭防止剤中に使用できる多数の活性物質が知ら
れている。
【０００３】
　しかし、多くのそれら活性物質を使用する場合、それらの製造がしばしば煩雑で、合成
原料をベースにするという欠点がある。そのことに加えて、それらの活性物質のいくつか
、例えば、アルミニウム含有物質については、毒物学的な理由から代替物が求められてい
る。さらに、体臭に対するそれら活性物質の作用は、しばしば改善が必要とされているた
め、十分な作用のために高い使用濃度が要求される。消費者の観点からは、２４時間を超
える作用持続時間を有する発汗抑制剤及び体臭防止剤がますます必要とされている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】ドイツ国特許第１０２００９０２２４４４号明細書
【特許文献２】ドイツ国特許第１０２００９０２２４４５号明細書
【特許文献３】国際公開第２０１０／１０８７３８Ａ２号パンフレット
【特許文献４】特開平８－１７３７８７（Ａ）号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　したがって、本発明の課題は、発汗抑制剤及び体臭防止剤の作用を向上させる化合物を
提供することである。さらに、それら化合物は、再生可能な原材料をベースとし、かつ、
毒物学的に無害でなければならない。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　驚くことに、一種又は二種以上のイソソルビドカプリレート／カプレートを含有する組
成物によって上記の課題が解決されることが今や見出された。
【０００７】
　それゆえ、本発明の対象は、一種又は二種以上のイソソルビドカプリレート／カプレー
トを含有する組成物（組成物Ａ）の、発汗抑制剤及び体臭防止剤における、体臭を低減す
るそれらの作用を高めるための使用である。
【０００８】
　イソソルビドジカプリレート／カプレートは、純粋なカプリレート又はカプレートも、
カプリレート及びカプレートからなる混合物のいずれも意味する。
【０００９】
　本発明の好ましい実施形態において、イソソルビドカプリレート／カプレートは、好ま
しくは、モル比１：２～２：１、より好ましくはモル比２：３～３：２のカプリレート及
びカプレートの混合物である。
【００１０】
　本発明の別の好ましい実施形態において、イソソルビドカプリレート／カプレートは、
最大５モル％、好ましくは最大０．５モル％の割合でカプレートを有するカプリレート、
特に好ましくは、カプレートを含まない純粋なカプリレートである。
【００１１】
　本発明のさらに別の好ましい実施形態において、イソソルビドカプリレート／カプレー
トは、最大５モル％、好ましくは最大０．５モル％の割合でカプリレートを有するカプレ
ート、特に好ましくは、カプリレートを含まない純粋なカプレートである。
【００１２】
　体臭とは、好ましくは汗の臭いを意味する。
【００１３】
　本発明のさらに別の好ましい実施形態において、組成物Ａは、一種又は二種以上のイソ
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ソルビドカプリレート／カプレートの他に、一種又は二種以上のソルビタンカプリレート
／カプレートを追加的に含有する。
【００１４】
　本発明の好ましい実施形態において、ソルビタンカプリレート／カプレートは、カプリ
レートとカプレートとを、好ましくは、モル比１：２～２：１、より好ましくはモル比２
：３～３：２からなる混合物を意味する。
【００１５】
　本発明のさらに好ましい実施形態において、ソルビタンカプリレート／カプレートは、
最大５モル％、好ましくは最大０．５モル％の割合でカプレートを有するカプリレート、
特に好ましくは、カプレートを含まない純粋なカプリレートである。
【００１６】
　本発明のさらに別の好ましい実施形態において、ソルビタンカプリレート／カプレート
は、最大５モル％、好ましくは最大０．５モル％の割合でカプリレートを有するカプレー
ト、特に好ましくは、カプリレートを含まない純粋なカプレートである。
【００１７】
　イソソルビドカプリレート／カプレートは、イソソルビドモノカプリレート／カプレー
ト、イソソルビドジカプリレート／カプレート又はいずれかの混合物であることができる
。ソルビタンカプリレート／カプレートは、モノ－、ジ－、トリ－又はテトラカプリレー
ト／カプレート又はいずれかの混合物であることができる。
【００１８】
　ソルビタンカプリレート／カプレート及びイソソルビドカプリレート／カプレートは、
再生可能な原材料をベースとしているため、毒物学的に無害である。
【００１９】
　イソソルビドカプリレート／カプレート及び／又はソルビタンカプリレート／カプレー
トのような化合物の、化粧用組成物、皮膚用組成物又は薬用組成物のような組成物におけ
る使用は既に知られている。
【００２０】
　ドイツ国特許第１０２００９０２２４４４号明細書（クラリアント）（特許文献１）は
、ソルビタンモノカプリレート及び抗菌剤、例えば、特定の有機酸及びそれの塩、特定の
ホルムアルデヒド供与物、特定のイソチアゾリノン、特定のパラベンエステル及びそれの
塩、及び特定のピリドン及びそれの塩を含有する水性の組成物、並びに、化粧料製品、皮
膚用製品又は薬用製品を保存するためのそれらの使用を開示している。
【００２１】
　ドイツ国特許第１０２００９０２２４４５号明細書（クラリアント）（特許文献２）に
は、ソルビタンモノカプリレート及びアルコールを含有する水性組成物、及び化粧料製品
、皮膚用製品又は薬用製品を保存するためのそれらの使用が開示されている。
【００２２】
　国際公開第２０１０／１０８７３８Ａ２号パンフレット（Ｅｖｏｎｉｋ）（特許文献３
）は、ヒト又は動物の体臭を洗浄及び手入れするための、ソルビタンカルボン酸エステル
を含有する調合物を開示しており、その際、ソルビタンカルボン酸エステルのカルボン酸
部分は、６～１０個の炭素原子を有するカルボン酸から誘導され、そして３５０超のヒド
ロキシ数（ＯＨ数）のソルビタンカルボン酸エステルを有し、また、該文献は、いわゆる
ソルビタンカルボン酸エステルの、洗浄又は手入れ用調合物中における、粘調剤、手入れ
有効成分、起泡剤又は可溶化剤としての使用も開示している。
【００２３】
　特開平８－１７３７８７（Ａ）号公報（Ｌｉｏｎ）（特許文献４）は、脱水ソルビトー
ルの脂肪酸エステルを含有する表面活性剤を含む組成物及び水中油型エマルション及び洗
浄剤ベースとしての使用を開示している。該組成物は、１，５－ソルビタン、１，４－ソ
ルビタン及びイソソルビドからなる群から選択されるカプリル酸／カプリン酸と、ポリオ
ールとのモノ－又はジエステルを含むことができる。
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【００２４】
　イソソルビドカプリレート／カプレート及びソルビタンカプリレート／カプレートは、
例えば、当業者に公知の方法によって製造することができる。例えば、これらの化合物は
、慣用的かつ当業者に公知の方法に従って、ソルビトール又はイソソルビドをエステル化
することによって製造することができ、その際、ソルビトール及びイソソルビド自体も、
エステル化に使用される酸成分も市場から入手可能である。
【００２５】
　本発明の使用によれば、発汗抑制剤及び体臭防止剤の作用効果、特に、体臭を低減させ
る強さが改善される。
【００２６】
　本発明の使用によれば、発汗抑制剤及び体臭防止剤の作用効果、特に、体臭を低減させ
る継続時間が改善される。
【００２７】
　好ましくは、組成物Ａは、一種又は二種以上のイソソルビドカプリレート／カプレート
に加えて、カプリル酸、カプリン酸、ソルビトール、ソルビトールカプリレート、ソルビ
トールカプレート、ソルビタン及びイソソルビドから選択される一種又は二種以上のさら
なる化合物、及び場合によっては、一種又は二種以上のソルビタンカプリレート／カプレ
ートを含有する。
【００２８】
　ソルビトールカプリレート及びソルビトールカプレートは、ソルビトールの対応するモ
ノエステル、ジエステル、トリエステル、テトラエステル、ペンタエステル及びヘキサエ
ステルであるか、又はそれら物質のいずれかの混合物であることができる。
【００２９】
　さらに好ましくは、組成物Ａ中の一種又は二種以上のイソソルビドカプリレート／カプ
レート及び場合によっては一種又は二種以上の追加的に組成物Ａに含有されるソルビタン
カプリレート／カプレートの全量は、組成物Ａの全重量に基づいて、少なくとも５０．０
重量％、好ましくは少なくとも６０．０重量％、より好ましくは少なくとも７０．０重量
％、就中、少なくとも７５．０重量％である。
【００３０】
　さらに好ましくは、組成物Ａはイソソルビドモノカプリレート／カプレートを含有する
。
【００３１】
　さらに好ましくは、組成物Ａは、イソソルビドモノカプリレート／カプレートに加えて
、ソルビタンモノカプリレート／カプレートを追加的に含有する。
【００３２】
　特に好ましくは、組成物Ａ中のイソソルビドモノカプリレート／カプレート及び場合に
よっては組成物Ａ中に追加的に含有されるソルビタンモノカプリレート／カプレートの全
量は、組成物Ａの全重量に基づいて、少なくとも３０．０重量％、好ましくは少なくとも
３５．０重量％、より好ましくは４０．０重量％、そして特に好ましくは少なくとも４５
重量％である。ここで、組成物Ａ中のイソソルビドモノカプリレート／カプレート及び場
合によっては組成物Ａ中に追加的に含有されるソルビタンモノカプリレート／カプレート
の全量は、１００重量％までであることができる。しかしながら、本発明の好ましい実施
形態において、イソソルビドモノカプリレート／カプレート及び場合によっては組成物Ａ
中に追加的に含有されるソルビタンモノカプリレート／カプレートの全量は、せいぜい９
０．０重量％まで、好ましくは８０．０重量％まで及びより好ましくは７０．０重量％ま
でである。
【００３３】
　さらにより好ましくは、組成物Ａは、イソソルビドモノカプリレート／カプレートに加
えて、ソルビタンモノカプリレート／カプレートを追加的に含有し、そして、組成物Ａ中
のソルビタンモノカプリレート／カプレートとイソソルビドモノカプリレート／カプレー
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トとの比は、２０：１～１：１００、好ましくは１０：１～１：１０、より好ましくは６
：１～１：６、特に好ましくは３：１～１：５そして、就中、１：１～１：４である。
【００３４】
　本発明の好ましい実施形態において、組成物Ａは、カプリル酸及びカプリン酸を全く含
まないか、又は１．０重量％までのカプリル酸及びカプリン酸を含む。
【００３５】
　本発明のさらに好ましい実施形態において、一種又は二種以上のイソソルビドカプリレ
ート／カプレート、場合によっては追加的にそれに含有される一種又は二種以上のソルビ
タンカプリレート／カプレート及び場合によっては追加的にそれに含有される、カプリル
酸、カプリン酸、ソルビトール、ソルビトールカプリレート、ソルビトールカプレート、
ソルビタン及びイソソルビドからなる群から選択される一種又は二種以上の化合物からな
る、組成物Ａ中に含有される混合物のＯＨ数は、又はその混合物からなる組成物ＡのＯＨ
数は、４６０以下、好ましくは３９０以下、より好ましくは３４０以下、特に好ましくは
２６０以下、そして就中、２２５以下である。
【００３６】
　本発明のさらに好ましい実施形態において、組成物Ａは、ソルビトール、ソルビトール
カプリレート及びソルビトールカプレートから選択される化合物を含まない。
【００３７】
　本発明のより好ましい実施形態では、組成物Ａは、一種又は二種以上のイソソルビドカ
プリレート／カプレートからなり、場合によっては、追加的に一種又は二種以上のソルビ
タンカプリレート／カプレートからなり及び場合によっては、カプリル酸、カプリン酸、
ソルビトール、ソルビトールカプリレート、ソルビトールカプレート、ソルビタン及びイ
ソソルビドからなる群から選択される、追加的に一種又は二種以上の化合物からなる。
【００３８】
　組成物Ａが、ソルビトール、ソルビトールカプリレート及びソルビトールカプレートか
らなる群から選択される一種又は二種以上の化合物を含有する場合、これらの化合物は、
好ましくは全体で、５．０重量％以下の量で、より好ましくは３．０重量％以下の量で、
特に好ましくは１．０重量％以下の量で、そして就中、０．５重量％以下の量で組成物Ａ
中に含有され、その際、重量％で示される量は、組成物Ａの全重量に基づく。
【００３９】
　物質のヒドロキシル数又はＯＨ数は、１ｇの物質のアセチル化の際に結合した酢酸の量
と当量のＫＯＨ（ｍｇ）の量であると理解される。
【００４０】
　ＯＨ数を測定するための適切な測定法は、例えば、ＤＧＦ　Ｃ－Ｖ　１７　ａ　（５３
），　Ｐｈ．　Ｅｕｒ．　２．５．３　Ｍｅｔｈｏｄ　Ａ及びＤＩＮ　５３２４０である
。
【００４１】
　本発明の範囲内で、ＯＨ数は、ＤＩＮ　５３２４０－２に従って測定される。この場合
、以下が与えられる。測定される均質化された試料１ｇを、正確に０．１ｇ計量採取する
。２０．００ｍｌのアセチル化混合物（アセチル化混合物：１リットルピリジン中へ５０
ｍｌの無水酢酸を撹拌）を添加する。試料を、場合によっては撹拌及び加温して、そのア
セチル化混合物中で完全に溶解させる。５ｍｌの触媒溶液（触媒溶液：２ｇの４－ジメチ
ルアミノピリジンを１００ｍｌのピリジン中に溶解）を添加する。その反応容器を密閉し
、そして１０分間、５５℃に加熱した水浴中に置き、そしてその際混合する。その後、反
応溶液を１０ｍｌの脱塩水と混合し、反応容器を再び密閉して、振とう水中にさらに１０
分間放置する。試料を室温（２５℃）に冷却する。引き続き、５０ｍｌの２－プロパノー
ル及び２滴のフェノールフタレインを添加する。この溶液を、苛性ソーダ（苛性ソーダ：
ｃ＝０．５モル／ｌ）で滴定する（Ｖａ）。同じ条件ではあるが、試料を計量採取しない
で、アセチル化混合物の有効値（Ｖｂ）を測定する。
【００４２】
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　決定有効値（Ｗｉｒｋｗｅｒｔｂｅｓｔｉｍｍｕｎｇ）の消費量及び試料の滴定から、
以下の式によりＯＨ値（ＯＨＺ）が算出される。
【００４３】
【数１】

　式中、
ＯＨＺ＝ｍｇＫＯＨ／ｇの物質中のヒドロキシル数（ｍｇ）
Ｖａ＝試料の滴定における苛性ソーダの消費量（ｍｌ）
Ｖｂ＝有効値の滴定における苛性ソーダの消費量（ｍｌ）
ｃ＝苛性ソーダの定量的濃度（モル／ｌ）
ｔ＝苛性ソーダの力価
Ｍ＝ＫＯＨ＝５６．１１ｇ／ｍｏｌのモル質量
Ｅ＝試料の計量採取量（ｇ）
（Ｖｂ－Ｖａ）は、使用した苛性ソーダの量（ｍｌ）であり、これは、上述した試料のア
セチル化の際に結合した酢酸の量と当量である。
【００４４】
　発汗抑制剤又は体臭防止剤中の組成物Ａの量は、その発汗抑制剤又は体臭防止剤の全重
量に基づいて、好ましくは、０．１～２０．０重量％、より好ましくは０．５～１５．０
重量％、特に好ましくは２０．０～１３．０重量％、そして就中３．０～１０．０重量％
である。
【００４５】
　好ましくは、発汗抑制剤及び体臭防止剤は、アルミニウム含有化合物を含まない。
【００４６】
　本発明の特に好ましい実施形態において、発汗抑制剤及び体臭防止剤は、体臭に対する
別の活性物質を含まない。本発明の範囲内では、体臭に対する別の活性物質とは、特に、
カプリル酸、カプリン酸、ソルビトール、ソルビトールカプリレート、ソルビトールカプ
レート、ソルビタン、ソルビタンカプリレート／カプレート、イソソルビド及びイソソル
ビドカプリレート／カプレートとは異なる化合物である。
【００４７】
　本発明のよりさらに好ましい実施形態において、発汗抑制剤及び体臭防止剤は、体臭に
対する一種又は二種以上のさらなる物質を含有する。
【００４８】
　好ましくは、体臭に対する該一種又は二種以上のさらなる物質は、ショウブ属イネ科の
根／茎／ヘチマ果実／カメリアシネンシス葉抽出物（Ａｃｏｒｕｓ　Ｇｒａｍｉｎｅｕｓ
　Ｒｏｏｔ／Ｓｔｅｍ／Ｌｕｆｆａ　Ｃｙｌｉｎｄｒｉｃａ　Ｆｒｕｉｔ／Ｃａｍｅｌｌ
ｉａ　Ｓｉｎｅｎｓｉｓ　Ｌｅａｆ　Ｅｘｔｒａｃｔ）、アジピン酸／ネオペンチルグリ
コール架橋ポリマー、アルピニアウレイエンシス茎／葉水（Ａｌｐｉｎｉａ　Ｕｒａｉｅ
ｎｓｉｓ　Ｓｔａｌｋ／Ｌｅａｆ　Ｗａｔｅｒ）、琥珀粉末、フェノールスルホン酸アン
モニウム、アンモニウム銀ゼオライト、アンモニウム銀亜鉛アルミニウムシリケート、臭
化ベンザルコニウム、セチルリン酸ベンザルコニウム、塩化ベンザルコニウム、サッカリ
ン酸ベンザルコニウム、塩化ベンゼトニウム、Ｂｏｅｓｅｎｂｅｒｇｉａ　Ｐａｎｄｕｒ
ａｔａ根茎抽出物、ブロモクロロフェン、パロサント果実油（Ｂｕｒｓｅｒａ　Ｇｒａｖ
ｅｏｌｅｎｓ　Ｆｒｕｉｔ　Ｏｉｌ）、ブチルアクリレート／エチルトリモニウムクロリ
ドメタクリレート／スチレンコポリマー、ｔ－ブチルメチルフェノキシフェノール、ブチ
ルオクタン酸、カルシウムマグネシウムシリケート、紫珠草（Ｃａｌｌｉｃａｒｐａ　Ｍ
ａｃｒｏｐｈｙｌｌａ）の花抽出物、カンジタボンビコラ／グルコース／ナタネ油脂脂肪
酸メチル発酵物、カプラミドエチルカプラミドプロピルヂモニウムメトスルフェート、プ
レジャーアミノ酸のカプリロイル金、カプリリルグリコール、クリ外皮抽出物、塩化セチ



(8) JP 6549670 B2 2019.7.24

10

20

30

40

50

ルピリジニウム、クロロチモール、クロロキシレノール、マンダリンオレンジ（タンジェ
リン）果皮油、クロフルカルバン、数珠玉の種／クズ根／レイシ（キノコ）抽出物、コロ
イド白金、ウコン粉末、シクロペンタデカン、塩化デカリニウム、ジクロロフェン、ジク
ロロ－ｍ－キシレノール、ジメチコン／ＰＥＧ－１５架橋ポリマー、ジメチルビシクロヘ
プチルエタノン、グルタミン酸ジカリウムカプリロイル、グルタミン酸ジナトリウムカプ
リロイル、ジヒドロキシエチルスルホコハク酸ジナトリウム、臭化ドミフェン、エチルヘ
キシルグリセリン、発酵植物、塩化（第二）鉄、ゲラン酸、カプリル酸グリセリル、グリ
セリルカプリレート／カプレート、ヘキサクロロフェン、ヘキサンジオール／ＰＥＧ－２
ココモニウムクロリド／ＴＤＩコポリマー、ホップコーン抽出物、加水分解されたセルロ
ース、加水分解されたオオザサ抽出物、ケトグルタル酸、セイヨウオトギリソウの花／枝
抽出物、臭化ラウリルイソキノリニウム、塩化ラウリルピリジニウム、メイスリグナン、
ウォーターミント、塩化メチルベンゼトニウム、２－メチル５－シクロヘキシルペンタノ
ール、メチルフェニルブタノール、ウンデシレン酸メチル、キンコウボク花油、ミクロコ
ッカス／加水分解された無脂肪乳発酵物、オクタデセン二酸、オクタンジオール、オクテ
ニジンＨＣｌ、オリゴペプチド－１０、酸化ベータグルカン、ニオイタコノキの葉抽出物
、パンズラチンＡ、ニオイテンジクアオイ水、フェノール、モウソウチク茎抽出物、キン
マの葉抽出物、ピロクトノール、ピロクトンオラミン、ポリアミノプロピルビグアニドス
テアレート、グルタミン酸カリウムカプリロイル、ナタネソホロースリピド、ローズマリ
ーの花抽出物、サッカロミケス／カキ果実汁発酵物、サッカロミケス／紅色細菌／ラクト
バシラス／リューコノストック／ストレプトミセスグリセウス／アスペルギウス／バシラ
ス発酵物ろ過物、クマイザサの葉抽出物、ホタテ貝の殻の粉末、シキミ酸、クエン酸銀、
塩化銀（及び）二酸化チタン、塩化銀（及び）二酸化チタン（及び）ジエチルヘキシルス
ルホコハク酸ナトリウム（及び）プロピレングリコール、銀銅ゼオライト、乳酸銀、重炭
酸ナトリウム、グルタミン酸ナトリウムカプリロイル、フェノールスルホン酸ナトリウム
、ルージャ・カルタモイデスの根抽出物、トタロール、トリクロカルバン、トリクロサン
、ピロピオン酸トリシクロデセニル、クエン酸トリエチル、シーオニオンの球根抽出物、
ゼオライト、コハク酸亜鉛ジメチコンＰＥＧ－８、乳酸亜鉛、フェノールスルホン酸亜鉛
、リシノール酸亜鉛、ケイ酸亜鉛及びジルコニウム粉末からなる群から選択される。
【００４９】
　特に好ましくは、体臭に対する該一種又は二種以上のさらなる物質は、カプリリルグリ
コール、キトサン、エチルヘキシルグリセリン、グリセリルカプリレート／カプレート、
オクタンジオール、ピロクトノール、ピロクトンオラミン、クエン酸銀、塩化銀（及び）
二酸化チタン、塩化銀（及び）二酸化チタン（及び）ジエチルヘキシルスルホコハク酸ナ
トリウム（及び）プロピレングリコール、乳酸銀、トリクロサン、クエン酸トリエチル及
びリシノール酸亜鉛からなる群から選択される。
【００５０】
　とりわけ好ましくは、体臭に対する該一種又は二種以上のさらなる物質は、リシノール
酸亜鉛、塩化銀（及び）二酸化チタン（及び）ジエチルヘキシルスルホコハク酸ナトリウ
ム（及び）プロピレングリコール、ピロクトノール、ピロクトンオラミン、キトサン、オ
クタンジール、エチルヘキシルグリセリン、カプリリルグリコール、カプリル酸グリセリ
ル、グリセリルカプリレート／カプレート、クエン酸銀、乳酸銀、トリクロサン及びクエ
ン酸トリエチルからなる群から選択される。
【００５１】
　非常に好ましくは、体臭に対する該一種又は二種以上のさらなる物質は、リシノール酸
亜鉛、塩化銀（及び）二酸化チタン（及び）ジエチルヘキシルスルホコハク酸ナトリウム
（及び）プロピレングリコール（例えば、ＪＭ　ＡｃｔｉＣａｒｅ（登録商標））、ピロ
クトノール、キトサン、オクタンジオール及びピロクトンオラミンからなる群から選択さ
れる。
【００５２】
　就中、体臭に対する該一種又は二種以上のさらなる物質は、
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ａ．）塩化銀、二酸化チタン、ジメチルヘキシルスルホコハク酸ナトリウム及びプロピレ
ングリコール（例えば、ＪＭ　ＡｃｔｉＣａｒｅ（登録商標）を含有する混合物、及び
ｂ．）キトサン、好ましくは、１０，０００～１００，０００ｇ／モルの平均モル質量（
例えば、Ｚｅｎｖｉｖｏ（登録商標）Ｐｒｏｔｅｃｔ又はＺｅｎｖｉｖｏ（登録商標）Ａ
ｑｕａ）
からなる群から選択される。
【００５３】
　発汗抑制剤又は体臭防止剤は、好ましくは、スティック、ロールオン、液体、ゲル、ス
プレー、ローション又はクリームの形態で存在する。
【００５４】
　発汗抑制剤又は体臭防止剤は、好ましくは、水性又は水－アルコールをベースとして調
合されるか、又はエマルション又は分散物として存在する。特に好ましくは、エマルショ
ンとして存在し、就中、水中油型エマルションとして存在する。
【００５５】
　発汗抑制剤又は体臭防止剤は、さらなる助剤及び添加剤として、この用途に慣用的な、
慣習的に使用される全ての物質、例えば、油、ワックス、乳化剤、共乳化剤、分散剤、界
面活性剤、泡止め剤、可溶化剤、電解質、ヒドロキシ酸、安定剤、ポリマー、塗膜形成剤
、増粘剤、ゲル化剤、過脂肪剤、保湿剤、別の抗菌剤、生体活性剤、収れん剤、活性物質
、日焼け止め剤、抗酸化剤、酸化剤、湿気付与剤、溶剤、着色料、顔料、真珠光沢付与剤
、香料、乳泊剤及び／又はシリコーンを含むことができる。
【００５６】
　発汗抑制剤又は体臭防止剤は、好ましくは、２～１１、より好ましくは４．５～８．５
、特に好ましくは５．０～６．５のｐＨ値を有する。
【００５７】
　以下の例は本発明をより詳細に説明するが、本発明はそれらに限定されない。
　本発明の特徴は次のとおりである。
１．　一種又は二種以上のイソソルビドカプリレート／カプレートを含有する組成物（組
成物Ａ）の、発汗抑制剤及び体臭防止剤における、体臭を低減するそれらの作用を高める
ための使用。
２．　前記組成物Ａが、一種又は二種以上のイソソルビドカプリレート／カプレートの他
に、一種又は二種以上のソルビタンカプリレート／カプリレートを追加的に含有すること
を特徴とする、上記の特徴１に記載の使用。
３．　前記発汗抑制剤及び体臭防止剤の作用が、体臭を低減する強さについて改善される
ことを特徴とする、上記の特徴１又は２に記載の使用。
４．　前記発汗抑制剤及び体臭防止剤の作用が、体臭を低減する持続時間について改善さ
れることを特徴とする、上記の特徴１～３のいずれか一つに記載の使用。
５．　前記組成物Ａが、一種又は二種以上のイソソルビドカプリレート／カプレートの他
に、カプリル酸、カプリン酸、ソルビトール、ソルビトールカプリレート、ソルビトール
カプレート、ソルビタン及びイソソルビドからなる群から選択される一種又は二種以上、
及び、場合によっては、一種又は二種以上のソルビタンカプリレート／カプレートをさら
に含有することを特徴とする、上記の特徴１～４のいずれか一つに記載の使用。
６．　前記一種又は二種以上のイソソルビドカプリレート／カプレート及び、場合によっ
ては、前記組成物Ａ中に追加的に含有される一種又は二種以上のソルビタンカプリレート
／カプレートの、該組成物Ａ中における全量が、前記組成物Ａの全重量に基づいて、少な
くとも５０．０重量％、好ましくは少なくとも６０．０重量％、特に好ましくは少なくと
も７０．０重量％、そして就中、少なくとも７５．０重量％であることを特徴とする、上
記の特徴１～５のいずれか一つに記載の使用。
７．　前記組成物Ａが、イソソルビドモノカプリレート／カプレートを含有することを特
徴とする、上記の特徴１～６のいずれか一つに記載の使用。
８．　前記組成物Ａが、イソソルビドモノカプリレート／カプレートの他に、ソルビタン
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モノカプリレート／カプレートを追加的に含有することを特徴とする、上記の特徴７に記
載の使用。
９．　イソソルビドモノカプリレート／カプレート及び、場合によっては、前記組成物Ａ
中に追加的に含有されるソルビタンモノカプリレート／カプレートの、該組成物Ａ中にお
ける全量が、該組成物Ａの全重量に基づいて、少なくとも３０．０重量％、好ましくは少
なくとも３５．０重量％、特に好ましくは少なくとも４０重量％、そして就中、少なくと
も４５重量％であることを特徴とする、上記の特徴７又は８に記載の使用。
１０．　前記組成物Ａが、イソソルビドモノカプリレート／カプレートの他に、ソルビタ
ンモノカプリレート／カプレートを追加的に含有し、そして、前記組成物Ａ中のソルビタ
ンモノカプリレート／カプレートと、イソソルビドモノカプリレート／カプレートとの重
量比が、２０：１～１：１００、好ましくは１０：１～１：１０、より好ましくは、６：
１～１：６、特に好ましくは３：１～１：５、そして就中、１：１～１：４であることを
特徴とする、上記の特徴８又は９に記載の使用。
１１．　前記発汗抑制剤又は体臭防止剤中の前記組成物Ａの量が、前記発汗抑制剤又は体
臭防止剤の全重量に基づいて、０．１～２０．０重量％、好ましくは０．５～１５．０重
量％、より好ましくは２．０～１３．０重量％、そして就中、３．０～１０．０重量％で
あることを特徴とする、上記の特徴１～１０のいずれか一つに記載の使用。
１２．　前記発汗抑制剤及び体臭防止剤が、アルミニウム含有化合物を含まないことを特
徴とする、上記の特徴１～１１のいずれか一つに記載の使用。
１３．　前記発汗抑制剤及び体臭防止剤が、体臭に対して作用するさらなる物質を含まな
いことを特徴とする、上記の特徴１～１２のいずれか一つに記載の使用。
１４．　前記発汗抑制剤及び体臭防止剤が、一種又は二種以上の、体臭に対して作用する
さらなる物質を含有することを特徴とする、上記の特徴１～１２のいずれか一つに記載の
使用。
１５．　前記一種又は二種以上の、体臭に対して作用するさらなる物質が、カプリリルグ
リコール、キトサン、エチルヘキシルグリセリン、カプリル酸グリセリル、カプリル酸グ
リセリル／カプリン酸グリセリル、オクタンジオール、ピロクトノール（Ｐｉｒｏｃｔｏ
ｎｏｌ）、ピロクトンオラミン、クエン酸銀、塩化銀（及び）二酸化チタン、塩化銀（及
び）二酸化チタン（及び）ジエチルヘキシルスルホコハク酸ナトリウム（及び）プロピレ
ングリコール、乳酸銀、トリクロサン、クエン酸トリエチル及びリシノール酸亜鉛からな
る群から選択されることを特徴とする、上記の特徴１４に記載の使用。
【００５８】
１）体臭の低減量の測定
　体臭の低減量を測定するために、以下のロールオンデオドラントのためのベース調合物
を使用した。
【００５９】
【表１】

製造：
Ｉ　　　撹拌しながらＢをＡに加える。
ＩＩ　　ＣをＩに加え、そして均質に溶解するまで撹拌する。
ＩＩＩ　ＤをＩＩに加える。
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ＩＶ　　ＥにＩＩＩを加える。
【００６０】
【表２】

製造：
Ｉ　　　８０℃で撹拌しながらＢをＡに加える。
ＩＩ　　８０℃でＣを溶解し、そして撹拌しながらＩをＣに加える。
ＩＩＩ　ＤをＩＩに加える。
ＩＶ　　ＥをＩＩＩに加える。
【００６１】
　ベース調合物中へ、体臭に対する、様々な活性物質を、例えば、成分Ｄのさらなる構成
成分として導入した。それらは以下の物質であった。
【００６２】

【表３】

Ｂ）リシノール酸亜鉛
Ｃ）次の組成のＪＭ　ＡｃｔｉＣａｒｅ（登録商標）：
【００６３】

【表４】

Ｄ）ピロクトノール
【００６４】
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【化１】

Ｅ）Ｚｅｎｖｉｖｏ（登録商標）Ａｑｕａ
【００６５】
【表５】

Ｆ）Ｚｅｎｖｉｖｏ（登録商標）Ｐｒｏｔｅｃｔ
【００６６】
【表６】

　体臭の低減量を測定するために、消臭効果を４８時間の臭いを嗅ぐ試験（４８－Ｓｔｕ
ｎｄｅｎ－Ｓｎｉｆｆ－Ｔｅｓｔ）で次の手順で遂行した：
　以下の基準に従って２０人の対象者を選択する：
－女性及び男性
－１８歳以上
－非喫煙者
－臨床的に健康
－両方の腋窩部の下方で、十分に感知できる人工的な体臭
　対象者の両方の腋窩部を、数日間予備調整、すなわち、発汗抑制剤及び体臭防止剤を全
く使用せず、かつ、ｐＨ中性、無香料の液体石けんを使用する。２０人の予備処置した対
象者に対し、体臭に対する活性物質を成分Ｄ中に含有するベース調合物２５０～３００ｍ
ｇ投与量（シングルドース）を対象者の左右の腋窩それぞれに投与し、３人の嗅覚エキス
パートにより、腋窩の体臭及び製品の臭いについて、処置の前及び後、全部で４８時間、
強さを評価した。
【００６７】
　対照となる腋窩は処置を施さず、成分Ｄ中に体臭に対する活性物質を含有するベース調
合物で処置した腋窩と比較して、腋窩の体臭の相対的な強さの低減を測定するための基準
として用いた。
【００６８】
　一回の施用直前の初期値（０時間後）及びその一回の施用４８時間後の最終値に加えて
、腋窩の体臭及び製品の臭いについて２４時間後も評価する。
【００６９】
　以下の基準に従い、３人の嗅覚エキスパートが体臭及び／又は芳香の臭いを評価した。
１＝知覚不可
２＝知覚困難
３＝知覚可
４＝非常に知覚可
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５＝顕著に知覚可
【００７０】
　処置した腋窩及び処置していない腋窩の体臭（あるいは香料の臭い）の強さを比較する
ことによって、下記の式から、成分Ｄ中に体臭に対する活性物質を含有するベース調合物
２５０～３００ｍｇの一回の施用による腋窩の体臭の強さの相対的な低減量が与えられる
。
【００７１】
【数２】

【００７２】
２）体臭の低減量に対する測定からの結果
　以下の結果が得られた。
【００７３】
　実験期間にわたり、処置していない腋窩の体臭は不変であった。
【００７４】
　試験対象者の香料の臭いあるいは固有の臭いは知覚できなかった。
【００７５】
　さらなる結果を表Ａ１～表Ａ６に示す。
【００７６】
【表７】

　表Ａ１の結果から、ベース調合物の含有物が体臭を低減しないことがわかる。７．６重
量％までのソルビタンカプリレート／イソソルビドカプリレートＸ１の添加により、使用
後、４８時間の調査期間にわたって、体臭の強さが低減される。ここで、驚くことに、体
臭の強さにおける低減は、使用の４８時間後の方が使用の２４時間後の値をわずかに下回
っている。
【００７７】

【表８】

　表Ａ２の結果から、ソルビタンカプリレート／イソソルビドカプリレートＸ１も、オク
タンジールも、２４時間後及び４８時間後の両方で体臭に対する作用効果を向上させるこ
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４８時間後により良好な結果を示している。
【００７８】
　一方で、オクタンジオールとリシノール酸亜鉛との混合物についての結果と、ソルビタ
ンカプリレート／イソソルビドカプリレートＸ１とリシノール酸亜鉛との混合物について
の結果との比較から、２４時間後の体臭に対する作用効果は、２つの混合物は匹敵してい
るが、４８時間後の場合、ソルビタンカプリレート／イソソルビドカプリレートＸ１を有
する混合物の方が、体臭に対して非常により良好な作用効果をもたらすことがわかる。
【００７９】
【表９】

　表Ａ３の結果から、発汗抑制剤及び体臭防止剤（デオドラント剤）中のソルビタンカプ
リレート／イソソルビドカプリレートＸ１が、体臭の低減について、強さかつ継続時間に
関して、ＪＭ　ＡｃｔｉＣａｒｅ（登録商標）の作用効果を向上させることがわかる。
【００８０】

【表１０】

　表Ａ４の結果から、発汗抑制剤及び体臭防止剤中のソルビタンカプリレート／イソソル
ビドカプリレートＸ１が、体臭の低減について、強さかつ継続時間に関して、ピロクトノ
ールの作用効果を向上させることがわかる。
【００８１】
【表１１】

　表Ａ５の結果から、発汗抑制剤及び体臭防止剤中のソルビタンカプリレート／イソソル
ビドカプリレートＸ１が、体臭の低減について、強さかつ継続時間に関して、Ｚｅｎｖｉ
ｖｏ（登録商標）Ａｑｕａの作用効果を向上させることがわかる。
【００８２】
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【表１２】

　表Ａ５の結果から、発汗抑制剤及び体臭防止剤中のソルビタンカプリレート／イソソル
ビドカプリレートＸ１が、体臭の低減について、強さかつ継続時間に関して、Ｚｅｎｖｉ
ｖｏ（登録商標）Ｐｒｏｔｅｃｔの作用効果を向上させることがわかる。
３）調合物例
　本発明の使用を、例として以下の調合物において説明する。
【００８３】

【表１３】

製造：
Ｉ　　　均質に溶解するまで撹拌下でＡをＢに加える。
ＩＩ　　ＣをＤ中へ溶解させ、Ｅからの成分を加える。
ＩＩＩ　ＩＩをＩに加える。
ＩＶ　　ＦでｐＨを調整する。
【００８４】

【表１４】

製造：
Ｉ　　　Ａからの成分を混合し、約５０℃に加熱し、そして撹拌下で均質化する。
ＩＩ　　ＢをＣ中に撹拌下で溶解し、約５０℃に加熱する。
ＩＩＩ　Ｉ及びＩＩを混合し、Ｄを加え、そして撹拌下でＤを溶解させ、溶解して透明に
なるまで加熱する。
ＩＶ　　ＩＩＩをデオドラントスティックの筐体中へ注ぎ、調合物を冷却する。
ＩＶ　　ＩＩＩをデオドラントスティックの筐体中へ注ぎ、調合物を冷却する。
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【表１５】

製造：
Ｉ　　　Ａからの成分を透明な溶液になるまで混合する。
ＩＩ　　撹拌下でＢをＩに加える。
ＩＩＩ　ＣでＩＩのｐＨを５．５～６．０に調整する。
ＩＶ　　撹拌下でＤをＩＩＩに加える。
【００８６】

【表１６】

製造：
Ｉ　　　ＡをＢ中に溶解する。
ＩＩ　　撹拌下で加温したＣをＩに加える。
ＩＩＩ　ＤでＩＩのｐＨを５．５～６．０に調整する。
【００８７】
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【表１７】

製造：
Ｉ　　　Ａの成分を混合し、撹拌下で透明な溶液になるまで加温する。
ＩＩ　　Ｂの成分をＩに加え、そして撹拌下で６０℃に加温する。
ＩＩＩ　ＣをＩＩに加える。
ＩＶ　　Ｄを約６０℃に加温し、そして撹拌しながらそれをＩＩＩに加える。
Ｖ　加温したＥからの成分の混合物をＩＶに加える。
ＶＩ　ＦでＶのｐＨを５．５～６．０に調整する。
【００８８】
　調合物例１～５の場合、ピロクトンオラミンに代えて、ソルビタンカプリレート／イソ
ソルビドカプリレートＸ１に加えて、体臭に対する活性物質添加剤として、リシノール酸
亜鉛、ＪＭ　ＡｃｔｉＣａｒｅ（登録商標）、ピロクトノール、キトサン（Ｚｅｎｖｉｖ
ｏ（登録商標）Ａｑｕａ、Ｚｅｎｖｉｏ（登録商標）Ｐｒｏｔｅｃｔ、オクタンジオール
、エチルヘキシルグリセリン、カプリリルグリコール、グリセリンカプリレート、グリセ
リンカプリレート／カプレート、クエン酸銀、乳酸銀、トリクロサン及びクエン酸トリエ
チルを導入することができる。
【００８９】
　調合物例１～５の場合、ソルビタンカプリレート／イソソルビドカプリレートＸ１に代
えて、ソルビタンカプリレート／イソソルビドカプリレートＸ２、イソソルビドカプリレ
ートＸ３、ソルビタンカプレート／イソソルビドカプレートＸ４、ソルビタンカプレート
／イソソルビドカプレートＸ５、イソソルビドカプレートＸ６、ソルビタンカプリレート
／イソソルビドカプリレート／カプレートＸ７、ソルビタンカプリレート／イソソルビド
カプリレート／カプレートＸ８及びイソソルビドカプリレート／カプレートＸ９もまた導
入できる。
Ｇ）ソルビタンカプリレート／イソソルビドカプリレートＸ２は以下の組成である。
【００９０】
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【表１８】

Ｈ）イソソルビドカプリレートＸ３は以下の組成である。
【００９１】

【表１９】

Ｋ）ソルビタンカプレート／イソソルビドカプレートＸ４は次の組成である。
【００９２】

【表２０】

Ｌ）ソルビタンカプレート／イソソルビドカプレートＸ５は次の組成である。
【００９３】

【表２１】

Ｍ）イソソルビドカプレートＸ６は次の組成である。
【００９４】
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【表２２】

Ｎ）ソルビタンカプリレート／イソソルビドカプリレート／カプレートＸ７は次の組成で
ある。
【００９５】

【表２３】

Ｐ）ソルビタンカプリレオート／イソソルビドカプリレート／カプレートＸ８は次の組成
である。
【００９６】

【表２４】

Ｒ）イソソルビドカプリレート／カプレートＸ９は次の組成である。
【００９７】
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